
雲南市条例第４２号 

 

   雲南市布設工事監督者の配置基準及び資格基準に関する条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）

第１２条の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道

の布設工事の基準及び水道布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う

総括監督員及び主任監督員（以下「布設工事監督者」という。）に必要な資格

基準について定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

⑴ 総括監督員 布設工事監督者資格を有し、主任監督員及び監督員を指揮

命令する者をいう。 

⑵ 主任監督員 布設工事監督者資格を有し、監督員を指揮命令する者をい

う。 

⑶ 監督員 布設工事監督者資格を有しない者をいう。監督員は、総括監督

員及び主任監督員の指示により、水道の布設工事の補助業務に当たる。 

 （布設工事監督者を配置する工事） 

第３条 法第１２条第１項に定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道

の布設工事は、法第３条第８項に規定する水道施設の新設又は増設若しくは

改造の工事とする。 

 （布設工事監督者の資格） 

第４条 法第１２条第２項に定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のと

おりとする。 

 ⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。

以下同じ。）の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若

しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令（大正

７年勅令第３８８号）による大学において土木工学科若しくはこれに相当

する課程を修めて卒業した後、２年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

 ⑵ 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛

生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、３

年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑶ 学校教育法による大学の土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しく
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は薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、

４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑷ 学校教育法による大学の工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科

目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、５年

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑸ 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明

治３６年勅令第６１号）による専門学校において土木科又はこれに相当す

る課程を修めて卒業した後、５年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 

 ⑹ 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令によ

る専門学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学

に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、６年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑺ 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令によ

る専門学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並び

にこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、７年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑻ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭

和１８年勅令第３６号）による中等学校において土木科又はこれに相当す

る課程を修めて卒業した後、７年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 

 ⑼ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令によ

る中等学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学

に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、８年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑽ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令によ

る中等学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並び

にこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、９年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑾ １０年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑿ 第１号又は第２号に規定する学校において、それぞれ当該各号の規定す

る課程又は学科目を修得した卒業者であって、学校教育法による大学院研

究科において１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した

後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を

修了した後、第１号の卒業者にあっては１年以上、第２号の卒業者にあっ

ては２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 
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 ⒀ 外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程及び学科目

又は第３号若しくは第４号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、

それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得

した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

 ⒁ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次

試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用

水道又は水道環境を選択したものに限る。）であって、１年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⒂ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を

修了した者 

   附 則 

 この条例は、平成２４年７月１日から施行する。 
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